
【お土産について】
ご来場の株主様に
㈱グローバルアリーナ
のお菓子をご用意して
おります。

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分まで

議決権行使期限

証券コード：4651

第48回 定時株主総会

招集ご通知
2026年6月26日（金曜日）
午前10時（開場午前９時）

開催
日時

福岡市博多区博多駅前二丁目18番25号
ホテル日航福岡
本館３階　都久志の間

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

開催
場所

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　�取締役（監査等委員である

取締役を除く。）５名選任
の件

決議
事項

パソコン・スマートフォン・ 
タブレット端末からもご覧 
いただけます。
https://s.srdb.jp/4651/



　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　第48回定時株主総会を6月26日(金)に開催いたしますので、ここに「招集のご通知」をお届けいたします。
　当社の事業概況及び株主総会の議案についてご案内申し上げますので、ご高覧賜りますようお願いいたします。
　当社グループは、これまで「環境」を主眼とする「住環境領域」「エネルギー領域」「資源循環領域」の3つの
事業領域の拡大を図り、収益基盤の強化と財務基盤の健全化に努めてまいりました。その取り組みが結実し、こ
のたび21年ぶりとなる配当を実施させていただく運びとなりました。長きにわたり当社を信じ、温かくお支えい
ただいた株主の皆様に、ようやく利益還元という形でお応えできますことを大変嬉しく存じますとともに、心よ
り深く御礼申し上げます。
　当社グループは昨年、創業50周年という大きな節目を迎え、本年4月に企業理念「次世代へ快適な環境を」を
構成する４つの要素として、パーパス、ビジョン、ミッション、バリューを策定いたしました。また、5月には、
新たな3ヶ年計画である中期経営計画「SANIX VISION 2028」を策定し、次の50年に向けてスタートいたしま
した。パーパスのもと、これまでの歩みを大切にしながら、ビジョンに向かって今までとは異なる発想、新たな
取り組みを積極的に取り入れていくことで、当社グループを大きく変革させるとともに新たな価値を生み出し、
さらなる成長と社会への貢献を目指してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
 2026年6月

 代表取締役社長　

株主の皆様へ
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企業理念

次世代へ快適な環境を
サニックスグループは、1975年の創業以来「汚いところをき
れいに、不潔なところを清潔に」という使命を掲げ、一般家屋
から、ビル・マンション、オフィス、レストランなど、快適な
環境衛生づくりに取り組んでまいりました。
そして、1994年には、産業廃棄物の再資源化・減量化・無害
化事業に参入し、静脈産業の必要性、重要性を強く意識した事
業展開を推し進め、地球環境にまで業務領域を広げました。
さらには、プラスチックのリサイクル燃料を利用した発電事業、
再生可能エネルギーの代表格「太陽光発電」の販売、電力小売
事業など、「環境」というアプローチの先にたどりついた、エネ
ルギー事業にも注力しております。
世界的規模で持続可能な社会の構築が叫ばれる今、環境・エネ
ルギーに対する取り組みは、必要不可欠な課題として、その重
要性を増しております。
わたしたちは、常に「これから」を見つめ、次世代の快適な環
境づくりに貢献してまいります。

第48回定時株主総会の模様の一部動画配信について
▌本株主総会の模様の一部を、後日当社ウェブサイトにて動画配信いたします。

当社ウェブサイト：https://hd.sanix.jp
•  ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
•   映像をご視聴いただくための通信料につきましては、ご視聴になる株主様のご負担となります。快適にご視聴いただくために、

Wi-Fi環境でのご視聴を推奨いたします。

これまで書面でお送りしてきました株主総会参考書類等（「電子
提供措置事項」）は、会社法改正による電子提供制度の施行に伴
い、ウェブサイトに掲載して提供します（◎印）。お手数ですが、
本招集ご通知でご案内するウェブサイトにアクセスしてご確認く
ださいますようお願いいたします。
■ 一般の株主様へ
　お手元でも議案内容と当期業績の概要をご確認できるよう、
株主総会参考書類及び事業報告の一部など（●印）を本招集ご通知
に添付しましたので、ウェブサイトとあわせてご参照ください。
■ 書面交付請求された株主様へ
　法令・定款に基づく交付書面省略事項（※印）以外の全ての
書類（●印）をお送りしています。

※法令・定款に基づく交付書面省略事項

一般の
株主様

書面交付
請求された
株主様

ウェブ
サイト

■ 株主の皆様へ ● ● ◎
■ 第 48 回定時株主総会招集ご通知 ● ● ◎
■ 株主総会参考書類 ● ● ◎
■ 事業報告 ●

（一部のページ）
●

（全ページ）
◎

■ 連結計算書類 ● ◎
■ 計算書類 ● ◎
■ 監査報告書 ● ◎
■ トピックス / 株主総会会場ご案内図 ● ● ◎
■  業務の適正を確保するための体制 

及び当該体制の運用状況※ ◎

■ 連結株主資本等変動計算書／連結注記表※ ◎
■ 株主資本等変動計算書／個別注記表※ ◎

サニックスグループでは、持続的に成長していくため社会に価値
を提供し、必要とされ続ける存在になることを目指しております。
そのためのメッセージである「パーパス（存在理由）」、「ビジョン 

（目指す姿）」、「ミッション（使命）」、および「バリュー（価値観）」を
企業理念を構成する4つの要素として策定いたしました。

パーパス 
（存在理由）

人々の暮らしとまちの
環境を、豊かさと安心
で満たす

ビジョン 
（目指す姿）

暮らしとまちの環境の
課題を解決し、循環型
社会を実現する

ミッション 
（使命）

あらゆる環境問題を 
解決する共創基盤を 
つくる

バリュー 
（価値観）

①創造性、挑戦
②多様性
③心身の健康
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当社ウェブサイト

サニックスホールディングス　株主総会 検 索 https://hd.sanix.jp/ir/information/sokai

その他
掲載ウェブサイト

東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）
東証上場会社情報サービス 検 索

https://s.srdb.jp/4651/

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記にアクセスして、銘柄名（「サニックスホールディングス」）または証券
コード（「4651」）（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」、
「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択

（証券コード ４６５１)
2026年６月10日

株 主 各 位 （電子提供措置の開始日 2026年６月４日）
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福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号
株式会社 サニックスホールディングス
代表取締役社長 宗 政 寛

第48回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により事前に議決
権を行使することができます。お手数ながら、株主総会参考書類をご検討のうえ、
2026年6月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいますよう
お願い申し上げます。

敬具
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記
1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（開場午前９時）

2. 場 所 福岡市博多区博多駅前二丁目18番25号
ホテル日航福岡 本館３階 都久志の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の
目的事項

報告事項 1. 第48期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

2. 第48期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

4. 招集にあたって
の決定事項

(1) 書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権を行使された場合は、到達日時
を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。
また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された
ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(2) 書面（郵送）による議決権行使で、当該議決権行使書において各議案に対する賛否
の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(3) 代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主様１名を代理人
にご指定のうえ、代理権を証明する書面を当日会場受付にご提出ください。

以 上
◎ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた

株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面
は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」



議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会開催日時

2026年6月26日（金曜日） 2026年6月25日（木曜日） 2026年6月25日（木曜日）
午前10時（9時受付開始）

株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙に
賛否をご記入いただき、行使
期限までにご返送ください。

午後5時30分到着分まで

行使期限

郵  送

行使期限

午後5時30分入力分まで

右記「インターネット等による
議決権行使のご案内」に記載
の方法により、行使期限まで
に賛否をご入力ください。

インターネット

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

議 決 権 行 使 書
御中

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

　○○○○○○○○○○○○○○○○

　○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

4.

3.

○○○○○○○○○○○○○○○○

お　願　い株主番号　○○○○○○○○○

　　年　月　　日

切

取

り

線

（

）

議 決 権 の 数 個

○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

（ご注意）

株　主　総　会　日
○○年○月○○日

議 案 第１号
議　案

賛
否
表
示
欄

第２号
議　案

下の候補
者を除く（ ）

賛

否

賛

否

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

○○○○○○○

▎議決権行使書用紙のご記入のご案内

※ 議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

スマート行使に必要なQRコードが記載されております。
この裏面には、インターネット等による議決権行使に
必要となる「議決権行使コード」と「パスワード」が
記載されております。

見本

第１号議案
●賛成の場合……｢賛｣の欄に○印
●否認する場合…｢否｣の欄に○印

第２号議案
●全員賛成の場合……｢賛｣の欄に○印
●全員否認する場合…｢否｣の欄に○印
●一部の候補者を……｢賛｣の欄に○印

をし、否認する
候補者の番号を
ご記入ください。

否認する場合
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「次へすすむ」をクリック

１ 議決権行使ウェブサイトへ
アクセスしてください。

「議決権
 行使コード」
 を入力

「次へ」をクリック

２ 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力
ください。

４ 以降は書面の案内に従って賛否をご入力ください。

「パスワード」
 を入力

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「登録」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

議決権行使後に行使内容を変更
する場合は、お手数ですが下記
②に従って、再度議決権行使を
お願いいたします。
※「QRコード®」を再度読み取って
　いただくと、②の議決権行使ウェブ
　サイトへ移動します。

「スマート行使」での議決権
　行使は１回に限り可能です。

議決権行使書用紙右下に記載の
QRコード®を読み取ってください。

１ 以降は画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

２

　①QRコード®を読み取る方法「スマート行使」

　②議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなくスマートフォンから議決権行使ができます。
議決権行使がより簡単に

議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

インターネット等による議決権行使のご案内

※「QRコード®」は株式会
社デンソーウェーブの登
録商標です。

見本

見本

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法
などがご不明な場合は、右記にお問い
合わせください。

株主総会における議決権行使方法として、株式会社ICJが運営する議決権電子行使
プラットフォームをご利用いただけます。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

ふ0120-768-524（　　　　　 ）受付時間  9：00～21：00
年末年始を除く

機関投資家の皆さまへ
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招集ご通知をインターネットで簡単・便利に！

のご案内
本招集ご通知は、「ネットで招集」を採用しています。ぜひ、ご活用ください。

スマートフォンでの議決権行使もできます

以下の質問受付専用サイトにて、事前にご質問をお受けいたします。
URLまたはQRコードより専用サイトにアクセスし、画面に従ってご入力ください。

2026年６月４日（木）午前９時から2026年６月22日（月）午後５時30分まで

アクセスはこちら https://s.srdb.jp/4651/

事前質問の受付についてのご案内

URL QRコード

事前質問受付期間

https://q.srdb.jp/4651/

　本株主総会の報告事項及び決議事項に関しまして、株主様から事前にご質問をお受けいたします。株主
の皆様の関心の高いと思われる事項につきましては、本株主総会の質疑応答の時間に取り上げさせていた
だく予定ですが 、個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

サイト右上の「議決権行使」ボタンを押すと「カメラ」か「移動」ボタンが選択できます。「カメラ」を選
択すると自動でカメラが起動しますので、同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QR
コード」を読み取りください。「ログイン ID」および「仮パスワード」を入力せずログインいただけます。
（「移動」を選択した場合、議決権行使ウェブサイトへアクセス可能です。）

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。パソコン・
スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、株主資本配当率

（DOE）等を考慮しつつ、将来の事業拡大に向けた内部留保と、安定的かつ継続的な配当の両
立を基本方針としております。
前期までは、厳しい経営環境の影響を受け、誠に遺憾ながら無配を継続し、株主の皆様には
多大なるご心配をおかけいたしました。しかしながら、当期においては構造改革の進展と業績
の回復により、収益基盤の改善に一定の目途が立ち、財務状況も好転いたしました。
つきましては、これまでの株主の皆様の長らくのご支援にお応えすべく、当期の期末配当を
以下のとおり実施（復配）いたしたいと存じます。

剰余金の処分に関する事項
・配当財産の割当：当社普通株式１株につき金２円
・配当総額：95,607,630円
・効力発生日：2026年６月26日
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい

て同じ。）全員は任期満了となります。
つきましては、経営体制強化のため取締役を２名増員し、計５名の取締役の選任をお願いし

たいと存じます。
なお、本議案につきまして監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると

判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席回数

１ むね まさ ひろし

宗 政 寛 重 任 代表取締役社長 15／15回
（100％）

２ 増
ます

田
だ
道
みち

正
まさ

重 任 取締役 常務執行役員
管理本部長

15／15回
（100％）

３ 敦
つ る が ま さ き

賀 正 樹 新 任
執行役員
戦略推進本部長 兼 事業開発部長 兼
社長室長

ー

４ 森
もり

口
ぐち

俊
とし

彦
ひこ

新 任 執行役員
経営企画本部長 ー

５ しお ばら けい いち

塩 原 恵 一 重 任 社 外 独 立 社外取締役 13／13回
（100％）

■ 監査等委員会の意見の概要
監査等委員会は、各取締役候補者について、当社の具体的な経営戦略や取り巻く環境等を踏まえ、必要な
知識・経験・能力を有しているか否か、その役割・責任を果たせるか否か、取締役候補者の指名方針に合致
しているか否か、また、取締役会が十分に機能するか否か、慎重に検討を行いました。さらに、各取締役候
補者の業務経験等に関して議論を行い、中長期的な経営の方針決定や経営全般への監督を通じて企業価値の
向上を図るなど、取締役に期待される役割を果たし得る人選がなされていることから、本議案で提案されて
いる取締役候補者は妥当であると判断いたしました。
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重 任
所有する当社の
普通株式数
6,563,583株

1 む ね ま さ ひろし

宗政 寛 1975年７月17日生
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2003年１月 当社入社
2007年６月 当社取締役役員室付特命担当
2013年６月 当社取締役副社長執行役員
2017年１月 当社代表取締役社長、現在に至る

［重要な兼職の状況］
株式会社バイオン代表取締役社長
宗政酒造株式会社代表取締役会長
一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事

取締役候補者とした理由
宗政寛氏は、2017年に代表取締役社長に就任して以降、株主の皆様の負託に応えるべく、当社グルー

プの企業理念である「次世代へ快適な環境を」、企業ビジョンである「環境とエネルギーのトップ企業
へ」を前面に掲げ、強いリーダーシップを発揮して当社経営の舵取りを担い、当社グループの持続的な
成長に貢献してまいりました。今後も同氏の豊富な経験と実績を活かして、ガバナンス体制の強化に継
続的に取り組むとともに、グループ全体の経営についての的確な意思決定を行い、当社グループの更な
る成長を牽引できる人材であると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。

重 任
所有する当社の
普通株式数
80,632株

2 ま す だ み ち ま さ

増田 道正 1977年８月16日生
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2001年４月 当社入社
2010年７月 当社経理部長
2012年６月 当社取締役経理部長
2015年６月 当社取締役常務執行役員経理部長兼ＩＴ推進担当
2017年４月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2019年４月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業本部エネルギー

事業開発部長
2019年11月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
2021年６月 当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
2022年６月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長
2023年７月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2025年 4 月 当社取締役常務執行役員グループ経営本部長
2026年５月 当社取締役常務執行役員管理本部長、現在に至る

取締役候補者とした理由
増田道正氏は、2012年に取締役に就任以降、財務・経理部門の責任者として、当社グループの財務戦

略の策定と推進をリードしてまいりました。現在は管理本部長として、グループ全体の経営戦略や予算
策定の中核を担うとともに、財務基盤の強化等に取り組んでおります。今後も当社グループの持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上に資する人材であると判断したため、引き続き取締役候補者といたし
ました。
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新 任
所有する当社の
普通株式数
0株

3 つ る が ま さ き

敦賀 正樹 1970年４月20日生
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1996年 9 月 株式会社ドト−ルコ−ヒ−入社
2007年４月 株式会社ドト−ルコ−ヒ−社長室長
2008年４月 株式会社ナクアホテル＆リゾ−ツ・マネジメント リゾ−トホテルオリビアン小豆島 総

支配人
2010年７月 クオリア・マネジメント・パ−トナ−ズ株式会社 代表取締役
2017年12月 株式会社レ−サム 新規事業本部副本部長
2019年７月 株式会社レ−サム 新規事業本部副本部長兼株式会社WeBase代表取締役
2024年６月 当社執行役員 経営企画本部 部長
2025年４月 当社執行役員 グル−プ経営本部 部長兼事業開発部長兼社長室長
2026年５月 当社執行役員 戦略推進本部長兼事業開発部長兼社長室長、現在に至る

取締役候補者とした理由
敦賀正樹氏は略歴に記載のとおり、上場企業における要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と

高い見識を有しております。またターンアラウンドマネージャーとして数多くの変革プロジェクトを牽
引してまいりました。その経験から組織人事戦略、新規事業開発、並びにM&A実務に見識、実績があり
ます。このような同氏の実績を踏まえ、経営の重要事項の意思決定や業務執行の役割を果たすことが十
分に期待でき、当社グループの持続的な企業価値の向上に資する人材であると判断し、新たに取締役候
補者といたしました。
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新 任
所有する当社の
普通株式数
39,446株

4 も り ぐ ち と し ひ こ

森口 俊彦 1965年７月１日生
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1988年４月 株式会社ワールド入社
2010年２月 瀧定大阪株式会社 経営戦略室長代理
2011年２月 同社執行役員 経営戦略統括部長兼CIO
2011年６月 株式会社空色 社外取締役
2017年３月 株式会社オリーブ・デ・オリーブ（瀧定大阪子会社）代表取締役社長
2017年８月 株式会社神明ホールディングス 事業開発部長
2018年４月 東果大阪株式会社（神明HD子会社）執行役員 情報システム部長
2019年６月 同社取締役 管理本部長
2020年６月 同社常務取締役 管理本部長
2022年６月 株式会社神明ホールディングス 取締役 経営企画本部長兼情報システム部長
2024年３月 当社経営企画部長
2025年４月 当社グループ経営本部 部長
2025年６月 当社執行役員 グループ経営本部 部長
2026年５月 当社執行役員 経営企画本部長、現在に至る

取締役候補者とした理由
森口俊彦氏は、長年にわたり複数の事業会社において経営企画及びIT戦略の両輪を統括し、取締役と

して企業経営の枢要を担ってまいりました。
同氏は、SAP S/4HANAの導入を完遂させるなど、DX（デジタルトランスフォーメーション）に対す

る卓越した知見と、大規模プロジェクトを成功へと導く強固なリーダーシップを兼ね備えております。
また、上場準備プロセスにおいて培われた高度なグループガバナンス構築力は、組織基盤の強化におい
て比類なき強みとなります。
豊富な経営経験に裏打ちされた的確な意思決定と、不確実な時代を切り拓く執行能力により、当社グ

ループの持続的な成長と企業価値の最大化を牽引する最適任者として、新たに取締役候補者といたしま
した。
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重 任 社 外 独 立
所有する当社の
普通株式数
788株

5 し お ば ら け い い ち

塩原 恵一 1963年1月13日生
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年４月 三菱商事株式会社入社
1996年４月 米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2009年 4 月 三菱商事株式会社 非鉄金属本部 商品市場事業ユニットマネージャー
2011年４月 三菱商事（中国）商業有限公司（北京）
2013年 1 月 Triland Metals Ltd.出向（Chaiman&CEO)(ロンドン）
2015年４月 欧州三菱商事会社（兼）欧州・アフリカ部門担当（金属）（ロンドン）
2016年４月 三菱商事株式会社 金属グループCEOオフィス室長
2018年４月 三菱商事株式会社 執行役員就任、Mitsubishi Corporation RtM International Pte.

Ltd.出向 (Chairman & CEO) (兼) 金属資源トレーディング本部長 (シンガポール)
2020年 4 月 三菱商事株式会社 執行役員 金属資源トレーディング本部長
2021年 4 月 同社執行役員 金属資源グループCEOオフィス室長
2022年 4 月 同社顧問 ※2024年３月退任
2024年 5 月 当社顧問
2025年６月 当社社外取締役、現在に至る

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
塩原恵一氏は、略歴に記載のとおり、大手総合商社において海外拠点等も含め要職を歴任されてきて

おり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。このような同氏の実績を踏まえ、客
観的かつ国際的な視点から経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことが十分に期
待でき、当社グループの持続的な企業価値の向上に資する人材であると判断したため、引き続き取締役
候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の所有する当社普通株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
３．塩原恵一氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、同氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独

立役員として届け出ております。
４．塩原惠一氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
５．当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。塩原恵一氏の選任
が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険
会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又
は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとされています。但し、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。
各取締役候補者の選任が承認された場合は、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。なお、保険料は全額当
社で負担しております。

以 上
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（ご参考）取締役会のスキルマトリックス
取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能をバラ

ンス良く発揮するため、現時点での当社の取締役会にとって重要と考える専門性・経験を選定しております。な
お、専門性・経験については、外部環境や会社の状況を踏まえ、適宜見直しを図ってまいります。

氏名 性別 属性 現在の当社
における地位

在任期間
(取締役
在任期間)

専門性・経験
経営/戦略 営業/業界

知識経験 財務/会計 法務/リスク
マネジメント 人材開発 環境/社会 グローバル ＩＴ/ＤＸ

1 宗政 寛 男 代表取締役社長 ９年
（19年） ● ● ● ●

2 増田 道正 男 取締役
常務執行役員

11年
（14年） ● ● ● ● ●

3 敦賀 正樹 男 執行役員 新任 ● ● ●

4 森口 俊彦 男 執行役員 新任 ● ● ● ● ●

5 塩原 恵一 男
社 外
独 立

取締役 １年 ● ● ● ● ● ●

6 金子 賢治 男 取締役
監査等委員

２年
（18年） ● ● ● ● ● ●

7 金子 直幹 男
社 外
独 立

取締役
監査等委員

７年
（11年） ● ● ●

8 馬場 貞仁 男
社 外
独 立

取締役
監査等委員 ５年 ● ● ● ● ●

※ 特に期待する知識・経験・能力であり、取締役の有するすべての知見を表すものではありません。

スキルマトリックス各項目の選定理由は、次のとおりであります。
№ スキル項目 スキルの選定理由
1 経営/戦略 激変する事業環境において、持続的な企業価値向上に向けた全社戦略の策定及び的確な業務執行の監督を行うため
2 営業/業界知識経験 当社事業を取り巻く市場動向や顧客ニーズを的確に把握し、競争優位性を確保した事業展開を推進するため
3 財務/会計 資本コストを意識した経営、及び適切な資金調達、健全な財務基盤の構築・維持による経営基盤強化のため
4 法務/リスクマネジメント コンプライアンスの徹底、及び実効性の高いガバナンス体制の構築、グローバル展開に伴う各種リスクへの適切な対応のため
5 人材開発 「仕事が教育で教育が経営である」という経営理念のもと、人的資本経営の推進、多様な人材の育成・活躍推進、及び組織活力の最大化を図るため
6 環境/社会 気候変動への対応や人権問題・地域社会との共生などサステナビリティに関する社会課題の解決を通じて中長期的な企業価値を向上させるため
7 グローバル グローバル市場への事業進出、及び最適なサプライチェーンの構築、多様な価値観への対応による国際競争力強化のため
8 ＩＴ/ＤＸ 急速に進化するデジタル環境において、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出、及び業務プロセスの抜本的な効率化、情報セキュリティの強化を行うため
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1 当社グループの現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、景況感は底堅さを維持しつつも、米政権による関税政策、中東情
勢等不安定な国際情勢の中、円安の影響による原材料価格やエネルギー価格の高騰、物価の上昇など、依然と
して先行き不透明な状況が継続しております。
このような社会情勢において、当社グループは、企業理念である「次世代へ快適な環境を」のもと、住環境

領域、エネルギー領域、資源循環領域の各領域において、事業を通じた社会課題の解決を推進し、持続可能な
社会づくりに取り組んでまいりました。
売上高につきましては、資源循環領域において、単価の高い小売先への電力販売が増加したことで「発電事

業」が増収（前期比10.5％増）となったことに加え、「廃液処理事業」（前期比1.3％増）、「新電力事業」（前期
比17.8％増）がそれぞれ増収となりました。一方で、エネルギー領域において、太陽光発電市場の環境変化や
競争激化したことから減収（前期比6.6％減）となりました。この結果、グループ全体の売上高は45,291百万
円(前期比0.1％減)となりました。
利益につきましては、資源循環領域において、苫小牧発電所における法定点検の実施及び将来の安定稼働を

見据えたタービンの刷新等によりコストが増加したことから減益となりました。この結果、グループ全体の損
益は、1,272百万円の営業利益(前期比42.9％減)、727百万円の経常利益(前期比62.7％減)、親会社株主に帰
属する当期純利益は421百万円(前期比71.6％減)となりました。
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2023年3月期

第46期
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  第48期（当期）
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2023年3月期

第46期
2024年3月期
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1,552

1,785

1,332

47,167
3,744

3,466
2,697

45,352

2,227

1,950
1,483

45,291

1,272

727 421

■ 売上高 （単位：百万円） ■ 営業利益 （単位：百万円）

■ 経常利益 （単位：百万円） ■  親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
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財務ハイライト



■ 売上高 （単位：百万円） ■ 営業利益 （単位：百万円）

第47期 第48期（当期） 第47期 第48期（当期）

1,832
15,095 15,104

1,825

住環境領域

売上高
構成比

33.3%

■ 売上高 （単位：百万円） ■ 営業利益 （単位：百万円）

9,372

284

第47期 第48期（当期） 第47期 第48期（当期）

8,753

40

エネルギー領域

売上高
構成比

19.3%
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事業別売上高及び営業利益の概況

住環境領域では、新規顧客の開拓を重視した営業方針を強化し、顧客基盤の拡充に向けた取り組みを推進し
てまいりました。また、当期より住宅環境に関する多様なニーズへの対応を図るため、ＨＳ事業とＳＥ事業を
統合し、ＨＳＥ事業として「戸建て住宅のメンテナンス・リフォーム」へと事業の位置付けを変えて推進して
まいりました。今夏の酷暑の中、作業員の安全衛生等に配慮した営業体制への変更及び稼働率の見直しによる
影響があったものの、法人・集合住宅向けサービス事業が堅調に推移したことから、売上高は15,104百万円
(前期比0.1％増)となりました。
営業損益は、コスト構造の見直しや削減を進めてまいりましたが、分社に伴う人員の再配置等により人件費

等が増加したことから、1,825百万円の営業利益(前期比0.4％減)となりました。

エネルギー領域では、企業・法人向けに自家消費型太陽光発電システム等の販売施工、自治体へのＰＰＡ事
業の提案、土地付太陽光発電所の販売、既設太陽光発電システムの機器交換、メンテナンス等に注力してまい
りました。当連結会計年度においても、採算性を重視した受注管理の徹底、及びＰＰＡ事業者との提携拡大を
推進してまいりましたが、太陽光発電市場の環境変化や競争激化したことから、売上高は8,753百万円(前期比
6.6％減)となりました。
営業損益は、案件ごとの採算性管理の徹底及びコストの見直し等による事業構造の転換を継続して実施して

いるものの、前期比減収となったことで固定費を吸収できず、40百万円の営業利益(前期比85.7％減)となりま
した。



■ 売上高 （単位：百万円） ■ 営業利益 （単位：百万円）

第47期 第48期（当期） 第47期 第48期（当期）

20,426
2,801

21,042

1,726

資源循環領域

売上高
構成比

46.4%
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資源循環領域では、売上高につきまして、「プラスチック事業」が受入単価の低下等により前期比1.5％減、
「埋立処理事業」が受入量減少により前期比9.8％減となりました。一方で、単価の高い小売先への電力販売が
増加したことで「発電事業」が前期比10.5％増となったことに加え、「廃液処理事業」（前期比1.3％増）、「新
電力事業」（前期比17.8％増）がそれぞれ増収となりました。この結果、売上高は21,042百万円(前期比3.0％
増)となりました。
営業損益は、「発電事業」において法定点検の実施による修繕費の増加及びその後フル稼働できない期間が

長期化したことや、稼働停止に伴うプラ燃料在庫の増加分に係る処理費用引当を計上した影響があり、1,726
百万円の営業利益(前期比38.4％減)となりました。

（注）各事業領域の売上高構成比につきましては、セグメント間の内部売上高調整額を消去した数値にて記載しております。

■ 事業別売上高 （単位：百万円）
期 別

事業別

2025年３月期
第47期

2026年３月期
第48期（当期) 前 期 比

金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 増 減 額 増減率(％)
住環境領域 15,095 33.3 15,104 33.3 8 0.1

エネルギー領域 9,372 20.7 8,753 19.3 △618 △6.6

資源循環領域 20,426 45.0 21,042 46.5 616 3.0

その他 501 1.1 438 1.0 △62 △12.5

セグメント間の内部売上高調整額 △43 △0.1 △47 △0.1 △4 −

合 計 45,352 100.0 45,291 100.0 △60 △0.1
（注）△は減少を表示しております。
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（2）設備投資等及び資金調達の状況

① 設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資総額は3,922百万円で、その主なものは次のとおりであります。
プラスチック専焼発電設備に係る投資（資源循環領域） 1,713百万円
廃プラスチック加工設備に係る投資（資源循環領域） 1,113百万円
最終処分施設に係る投資（資源循環領域） 389百万円
廃液処理設備に係る投資（資源循環領域） 277百万円

② 資金調達の状況
当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

（3）財産及び損益の状況の推移 （単位：百万円）
期 別

区 分
2023年３月期
第45期

2024年３月期
第46期

2025年３月期
第47期

2026年３月期
第48期（当期）

売上高 46,277 47,167 45,352 45,291
営業利益 1,785 3,744 2,227 1,272
経常利益 1,552 3,466 1,950 727
親会社株主に帰属する当期純利益 1,332 2,697 1,483 421
１株当たり当期純利益 27円87銭 56円43銭 31円03銭 8円82銭
総資産 33,586 36,965 36,655 40,024
純資産 6,068 8,912 10,170 11,006
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（4）対処すべき課題
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

① ＥＳＧ・サステナビリティ経営への取り組み
当社グループは、資源循環型社会の実現に向け、環境に係る各事業領域の成長に積極的に取り組むことで、

持続可能性の観点から企業価値を継続的に向上させるため、サステナビリティ経営を推進してまいります。
② 持続的な収益の実現

環境とエネルギーのトップ企業に向けて、各事業における安定的な収益基盤の構築を進めるべく、営業力の
最適化を図り、かつ強化するとともに、徹底したコスト削減の取り組みを継続することで、持続的な収益拡大
を図ってまいります。

③ 人材育成の注力と基盤の強化
当社グループは、事業環境の変化に的確に対応することはもとより、次なる成長に向けて基盤をより一層強

化していくことが課題であり、人材育成を重視し、お客様に満足いただけるサービスを提供するために、専門
家集団となることを目指してまいります。

④ 職場環境の整備
当社グループ従業員が安全安心にかつ十分に能力を発揮できるよう、職場施設面の整備、及び職場の一体感

醸成等人間関係構築のための管理職研修を含めて職場環境を整備してまいります。また、情報システムの刷新
を進め生産性・効率性を向上させることで、業務負担の軽減を進めるとともに多様な働き方の実現に取り組ん
でまいります。

⑤ 太陽光発電関連事業の取り組み
当社グループは、太陽光発電システムを広く普及拡大させていくことで脱炭素社会の実現に貢献してまいり

ます。そのために、住宅向け、事業者向けに広くエネルギー関連事業を積極展開するとともに、次なる事業開
発、商品開発に注力してまいります。また、生産性、効率性を高め、モジュール、パワコン等部材のコストダ
ウンを進めてまいります。

⑥ 環境資源事業の取り組み
当社グループは、廃プラスチックを燃料として有効利用した非化石価値の発電事業、製紙工場等のボイラー

で使用する石炭代替燃料の製造により脱炭素社会を目指してまいります。また、廃液処理による資源リサイク
ルとして、廃棄物由来の重油代替燃料「再生油Ｂｉｏ」の製造、汚泥の再生燃料化、堆肥・セメント原料の製
造を推進し、資源循環型社会の実現を目指してまいります。

⑦ 財務基盤の安定化
当社グループは、対処すべき課題における施策を実行し、持続的な成長、安定的な収益の拡大を図ること

で、キャッシュ・フローの改善を進め、有利子負債の圧縮、財務基盤の安定化に繋げてまいります。
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（5）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容等

株式会社サニックス 90百万円 100.0 ％ 戸建・集合住宅等のトータルメンテナンスに関する事
業

株式会社サニックス資源開発グループ 10百万円 100.0 ％ 廃プラスチックの選別加工及び再生燃料の製造。有機廃
液や工業廃水などの廃液の処理・再生燃料の製造等

株式会社サニックスエンジニアリング 50百万円 100.0 ％ 企業・法人向けの太陽光発電システム等の施工・メン
テナンス、太陽光発電システム機器類の卸販売等

株式会社サニックスエナジー 350百万円 （100.0 ％） プラスチックをリサイクル燃料とする発電
株式会社サニックス・ソフトウェア・
デザイン 40百万円 100.0 ％ 各種情報システムの受託開発、各種ソリューションシ

ステムの提供及び人材派遣

株式会社Ｃ＆Ｒ 20百万円 （100.0 ％） 産業廃棄物の最終処分、リサイクル及び石油タンク洗
浄事業

株式会社北海道サニックス環境 10百万円 （100.0 ％） 産業廃棄物処理事業及び付随する事業

株式会社ＳＥウイングズ 10百万円 （100.0 ％） 電力購入、電力小売及びその他電力周辺事業

（注） 株式会社Ｃ＆Ｒ、株式会社北海道サニックス環境、株式会社サニックスエナジーは当社の子会社である株式会社サニックス資
源開発グループの子会社、株式会社ＳＥウイングズは株式会社サニックスエナジーの子会社であり、各社の出資比率を（ ）
で示しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

④ 吸収分割又は新設分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当社は、持株会社体制へ移行することを目的として、2025年10月1日付で当社が営む資源循環事業領域

を株式会社サニックス資源開発グループへ、承継させる吸収分割を行いました。
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（6）主要な事業内容
当社グループは、当社及び連結子会社13社により構成されており、主な事業として、一般家庭向け環境衛

生、企業向け環境衛生、太陽光発電システムの販売施工、電力小売、産業廃棄物系のプラスチックの燃料化と
その廃プラスチックを燃料とする資源循環型発電等の事業を行っております。
当社グループの事業に係る各社の位置付けは、次のとおりであります。

事 業 別 主 要 な 事 業 内 容

住 環 境
一般家庭（戸建住宅）向けの白蟻防除施行、基礎補修・家屋補強工事、床下・天井裏換気システ
ム施工、リフォーム工事等、戸建住宅向け太陽光発電システム等の施行・メンテナンス、太陽光
発電システム機器類の卸販売等

エ ネ ル ギ ー 企業法人向けの太陽光発電システム等の施工・メンテナンス、太陽光発電システム機器類の卸販
売等

資 源 循 環

当社が産業廃棄物として回収した廃プラスチックを加工し、連結子会社である株式会社サニック
スエナジーにプラスチック燃料として販売しております。同社は、当社及び連結子会社である株
式会社北海道サニックス環境から購入したプラスチック燃料を使用し売電事業を行っており、同
社で発生する焼却灰については、連結子会社である株式会社Ｃ＆Ｒで最終処分しております。連
結子会社である株式会社ＳＥウイングズは株式会社サニックスエナジーから電力を仕入れて電力
需給者に販売し、新電力事業においては一般家庭・法人向け電力の小売販売等を行っております。
また、外食産業や食品工場等から排出される有機廃液や、その他工場から排出される工業廃水な
ど多種多様な廃液を処理し、堆肥・セメントの原料、再生燃料の製造を行っております。

当社の各事業に係る情報システム業務の一部を、連結子会社である株式会社サニックス・ソフトウェア・デ
ザインに委託しております。
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（7）主要な営業所及び工場
① 当社 本店：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号
② 子会社

事業部門 会社名 主要拠点

住環境領域 株式会社サニックス

本店 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号

営業所 ＨＳＥ事業本部（福岡県福岡市）
九州地区本部（福岡県福岡市）等４地区本部、佐世保支店（長崎県佐世保
市）等61営業所
ＥＳ事業本部（福岡県福岡市）、福岡事業所（福岡県粕屋郡）等10事業所

エネルギー領域 株式会社サニックス
エンジニアリング

本店 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号
営業所 東日本営業部（東京都港区）等２営業部、関西支店（大阪府大阪市）等27支

店・オフィス

資源循環領域

株式会社サニックス
資源開発グループ

本店 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号19Ｆ

営業所 新電力事業部（福岡県福岡市）

工場 太田工場（群馬県太田市）等15工場、ひびき工場（福岡県北九州市）

株式会社北海道
サニックス環境

本店 北海道苫小牧市字勇払265-４

工場 苫小牧工場（北海道苫小牧市）

株式会社サニックス
エナジー

本店 北海道苫小牧市字弁天504-４

工場 苫小牧発電所（北海道苫小牧市）

株式会社C&R
本店 北海道苫小牧市字静川５番地の４

工場 埋立処分場（北海道苫小牧市）
（注）１．当社は、当社子会社である株式会社サニックスエナジーに苫小牧発電所の建物設備一式を賃貸しております。
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（8）従業員の状況
① 企業集団の従業員数

従 業 員 数 前期末比増減

2,033名 21名（減）

（注）従業員数は就業人員であり、受入出向者を含みます。出向者及びパートタイマー、アルバイトは含まれておりません。

② 当社の従業員数
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

119名 1,496名（減） 44.5才 9.7年

（注）１．従業員数は就業人員であり、受入出向者を含みます。出向者及びパートタイマー、アルバイトは含まれておりません。
２．従業員数が前期末と比べ大幅に減少しておりますが、これは、当社は2025年４月１日付で持株会社体制へ移行し、会社分

割を行ったことによるものであります。

（9）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株式会社 西日本シティ銀行 7,189

株式会社 みずほ銀行 1,154

株式会社 りそな銀行 1,000

シンジケートローン 607

株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 500

株式会社 豊和銀行 477

（注） シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする計３行からの協調融資によるものであります。



事業報告

27

2 会社の株式に関する事項
（1) 発行可能株式総数 163,500,000株

（2）発行済株式の総数 48,919,396株（自己株式 1,115,581株を含む）

（3）株主数 10,632名（前期末比 111名増）

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
株式会社バイオン 8,716 18.23

宗政 寛 6,454 13.50

株式会社ＵＨ5 3,582 7.49

株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２ 3,281 6.86

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,227 4.65

一般社団法人サニックス共済会 1,700 3.55

サニックス社員持株会 1,289 2.69

株式会社エフティグループ 1,050 2.19

株式会社ＳＢＩ証券 865 1.81

株式会社西日本シティ銀行 536 1.12

（注）持株比率は、当社所有自己株式（1,115,581株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2026年３月31日）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 宗 政 寛
株式会社バイオン
宗政酒造株式会社
一般財団法人サニックススポーツ振興財団
株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン

代表取締役社長
代表取締役会長
代 表 理 事
代表取締役社長

取 締 役 増 田 道 正 常務執行役員
グループ経営本部長

取 締 役 塩 原 恵 一 ー
取締役(常勤監査等委員) 金 子 賢 治 ー

取締役(監査等委員) 金 子 直 幹

福岡トヨタ自動車株式会社
株式会社トヨタレンタリース福岡
福岡昭和タクシー株式会社
株式会社ＳＥＥＤホールディングス
昭和グループマーケティング株式会社
トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社
福岡トヨペット株式会社
トヨタカローラ福岡株式会社
昭和自動車株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長

取締役(監査等委員) 馬 場 貞 仁 ー
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（注）１．当事業年度中における取締役の異動は次のとおりであります。
（1）塩原惠一氏は2025年６月26日開催の第47回定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任いたしました。
（2）稲田剛士氏、田畑和幸氏及び井之上基氏は2025年６月26日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、任期満了によ

り監査等委員ではない取締役を退任いたしました。
（3）武井秀樹氏は2025年10月31日をもって、当社子会社である株式会社サニックス資源開発グループへの異動のため、監査

等委員ではない取締役を辞任いたしました。
（4）久保田康史氏及び大江啓之氏は2025年６月26日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役
（監査等委員）を退任いたしました。

（5）当事業年度中における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。
氏 名 異 動 後 異 動 前 異動年月日

宗 政 寛 株式会社サニックスホールディングス
代表取締役社長

株式会社サニックス
代表取締役社長 2025年４月１日

増 田 道 正
株式会社サニックスホールディングス
取締役 常務執行役員
グループ経営本部長

株式会社サニックス
取締役 常務執行役員
経営企画本部長

2025年４月１日

武 井 秀 樹
株式会社サニックスホールディングス
取締役 常務執行役員
環境資源開発事業本部長 兼
資源循環事業会社設立準備室長

株式会社サニックス
取締役 常務執行役員
環境資源開発事業本部長 兼
資源循環事業会社設立準備室長

2025年４月１日

武 井 秀 樹 株式会社サニックスホールディングス
取締役 常務執行役員

株式会社サニックスホールディングス
取締役 常務執行役員
環境資源開発事業本部長 兼
資源循環事業会社設立準備室長

2025年10月１日

（6）当事業年度末日後における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。
氏 名 異 動 後 異 動 前 異動年月日

増 田 道 正 取締役 常務執行役員
管理本部長

取締役 常務執行役員
グループ経営本部長 2026年５月１日
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２．取締役の重要な兼職の異動の状況について
（1）監査等委員ではない取締役の宗政寛氏は、株式会社サニックスエナジー、株式会社ＳＥウイングズの代表取締役会長を
兼職しておりましたが、2025年６月19日をもって辞任しております。

（2）取締役（監査等委員）の金子直幹氏は2025年６月をもって、福岡トヨペット株式会社の代表取締役会長から代表取締
役社長に就任しております。

（3）取締役（監査等委員）の馬場貞仁氏は、リックス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりましたが、
2025年６月26日をもって退任しております。

３．監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共
有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、金子賢治氏を常勤の監査等委員として選定して
おります。

４．取締役の塩原恵一氏、取締役（監査等委員）の金子直幹氏及び馬場貞仁氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。

５．取締役の塩原恵一氏、取締役（監査等委員）の金子直幹氏及び馬場貞仁氏は、東京証券取引所、福岡証券取引所の定めに
基づく独立役員として届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とし
ております。
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(3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、各取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保

険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行
に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害につい
て塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損
害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は全額当社で負担しております。

（4）取締役の報酬等の総額
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の個人別の報酬等の額の決定に際しては、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨等として有
効に機能することを方針としております。各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につい
ては、取締役会により委任された代表取締役がその決定権限を有しており、代表取締役は株主総会で決議され
た報酬総額の範囲内で、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間中の業績と成果等を考慮して取締
役の個人別の報酬等の額を算出しております。また、取締役の報酬は在任中に月例の固定報酬として支払うこ
ととしており、以上のことを取締役会の決議により決定しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2019年６月27日開催の第41回定時株主総会にて、取締役（監査等委員を除く）の報酬総額は年額500百万

円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報酬総額は年額50百万円
以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役（監査等委員を除く）は10名、
監査等委員である取締役は６名であります。

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役社長 宗政寛に委任しており、委

任する権限の内容は取締役の個人別の報酬等の額及びその算定についてであります。これらの権限を委任した
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているから
であります。
なお、当社は過半数が社外取締役で構成されている監査等委員会を設置しております。同委員会は、監査等

委員以外の取締役の報酬等についての意見を決定し、株主総会において当該意見を述べることができる意見陳
述権が付与されていることから、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように監督機能の役割
を果たしております。上記の理由により、取締役会も監査等委員会の意見を尊重しており、当該事業年度に係
る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役の報酬等の総額

区 分 人 数
報 酬 等 の 総 額

計
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（う ち 社 外 取 締 役）

７名
（１名）

69百万円
（6百万円） − − 69百万円

（6百万円）

取 締 役 （監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

５名
（ ４名）

36百万円
（15百万円） − − 36百万円

（15百万円）

合 計
（う ち 社 外 取 締 役）

12名
（ ５名）

106百万円
（21百万円） − − 106百万円

（21百万円）

（注）１．上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上表には、2025年６月26日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）３名及び

取締役（監査等委員）２名を含んでおります。
３．上表には、2025年10月31日をもって退任した取締役（監査等委員を除く）１名を含んでおります。
４．業績連動報酬及び非金銭報酬等として取締役に支給している報酬等はありません。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役（監査等委員）金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、
福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、ト
ヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社及び福岡トヨペット株式会社の
代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社との間に重要な取引その他の関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況（期待される役割に関して行った職務の概要）

社 外 取 締 役 塩 原 恵 一

社外取締役就任後に開催された取締役会１３回のうち１３回に出席し、多くの議案
に関し積極的に意見・提言を行っております。特に、海外拠点での経験が豊富であ
り、客観的かつ国際的な視点から経営の重要事項の意思決定及び業務遂行への有益
な助言並びに企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、当社グループへの
持続的な企業価値のさらなる向上へ向け業務執行を行う経営陣から独立した客観的
な立場から経営に対する監督機能を果たしております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 金 子 直 幹

当事業年度に開催された取締役会１５回のうち１２回、監査等委員会１３回のうち
９回に出席し、多くの議案に関し積極的に意見・提言を行っております。特に、会
社の代表取締役としての経営経験等から中長期的視点に基づいた経営に対する有益
な助言並びに取締役会の機能及び取締役会における議論のあり方について有益な助
言を行い、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から経営に対する監督
機能を果たしております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 馬 場 貞 仁

当事業年度に開催された取締役会１５回のうち１４回、監査等委員会１３回のうち
１２回に出席し、多くの議案に関し積極的に意見・提言を行っております。特に、
会社の代表取締役としての経営経験等から中長期的視点に基づいた経営に対する有
益な助言並びに取締役会の機能及び取締役会における議論のあり方について有益な
助言を行い、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から経営に対する監
督機能を果たしております。

④ 社外役員の報酬等の総額
社外役員の報酬等の総額は、４（4）④に記載のとおりであります。
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5 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）会計監査人の報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 62百万円

②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 62百万円

（注）１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務
執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意
を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する
報酬等の額を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しておりま
す。

（4）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計

監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の
目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ

改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

（6）会計監査人が現に受けている業務停止処分
該当事項はありません。

（7）会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分
該当事項はありません。
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６ 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主資本配当率等を考慮し、かつ業績の拡大や内部留保等を総合的に判断し、株主の皆様に対する

利益還元を重視した経営を基本方針としております。
当事業年度におきましては、2026年6月26日開催の株主総会決議により、1株当たり2円の普通配当とさせ

ていただくことといたしました。
なお、配当金の支払開始日は、2026年6月29日（月曜日）とさせていただきます。

７ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額、株式数及び持株比率は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ご参考 コーポレート・ガバナンスに関する事項
（1）基本的な考え方

当社は、コーポレートガバナンスは企業理念に基づく社会的責任をもった経営のあり方を問われている重大
な問題であるという認識のもと、企業価値の最大化、並びに株主重視の経営を行うべく、意思決定の効率化、
経営の監督機能、経営の公正性及び透明性、コンプライアンス遵守等が十分機能する体制の構築を図るととも
に、長期的な視点に基づいたコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

（2）コーポレート・ガバナンス体制
① 体制の概要

当社は、2019年６月27日開催の第41回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行いたしま
した。監査等委員会は、原則毎月１回以上開催し、内部監査部門からの報告、監査等委員からの報告等に基
づく監査・監督に関する必要事項の審議等を行っております。
また、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性を確保することを目的として、内部統制委員会を設置

するとともに、コンプライアンスの推進及び業務運営の適正化を図るため、コンプライアンス委員会を設置
し、リスク管理体制の充実を図っております。

② 現行体制を選択している理由
当社は、会社法第399条の３に定める調査権を有する3名の監査等委員（構成員の過半数を社外取締役）

で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、
取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経営の公正性及び透明
性の高度化を図ることを可能とするとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可
能とすることで、業務執行と監督を分離することにより意思決定の効率化を図り、更なる企業価値向上に資
する体制であると判断し、監査等委員会設置会社を機関設計として採用しております。
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◆ コーポレートガバナンス体制
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連結貸借対照表 （2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 15,102 流 動 負 債 18,380
現 金 及 び 預 金 4,704 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,677
受 取 手 形 23 電 子 記 録 債 務 432
売 掛 金 6,045 短 期 借 入 金 4,770
電 子 記 録 債 権 16 １年内返済予定の長期借入金 1,850
商 品 及 び 製 品 146 １年内償還予定の社債 200
未 成 工 事 支 出 金 287 未 払 金 4,462
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,287 未 払 費 用 1,121
そ の 他 1,688 リ ー ス 債 務 403
貸 倒 引 当 金 △95 未 払 法 人 税 等 449

固 定 資 産 24,921 未 払 消 費 税 等 1,063
有 形 固 定 資 産 21,203 契 約 負 債 1,363
建 物 及 び 構 築 物 1,946 賞 与 引 当 金 332
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 7,928 再資源化費用等引当金 14
土 地 8,752 そ の 他 240
リ ー ス 資 産 885 固 定 負 債 10,637
建 設 仮 勘 定 1,518 社 債 200
そ の 他 171 長 期 借 入 金 4,558

無 形 固 定 資 産 437 リ ー ス 債 務 617
投 資 そ の 他 の 資 産 3,280 長 期 預 り 敷 金 14
投 資 有 価 証 券 209 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 2
繰 延 税 金 資 産 858 処分場閉鎖費用引当金 694
敷 金 及 び 保 証 金 575 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,205
そ の 他 2,044 長 期 未 払 金 2,323
貸 倒 引 当 金 △406 そ の 他 23

負 債 合 計 29,018
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 10,501
資 本 金 4,205
資 本 剰 余 金 5
利 益 剰 余 金 7,772
自 己 株 式 △1,481

その他の包括利益累計額 504
その他有価証券評価差額金 118
退職給付に係る調整累計額 386

純 資 産 合 計 11,006
資 産 合 計 40,024 負 債 ・ 純 資 産 合 計 40,024

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （自
至
2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 45,291

売 上 原 価 29,851

売 上 総 利 益 15,440

販売費及び一般管理費 14,167

営 業 利 益 1,272

営 業 外 収 益
受 取 利 息 9

受 取 配 当 金 9

受 取 地 代 家 賃 22

補 助 金 収 入 189

売 電 収 入 23

そ の 他 50 305

営 業 外 費 用
支 払 利 息 303

支 払 手 数 料 10

固 定 資 産 除 却 損 276

固 定 資 産 圧 縮 損 185

そ の 他 73 849

経 常 利 益 727

特 別 利 益
関 係 会 社 清 算 益 63

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 791

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 625

法 人 税 等 調 整 額 △255 369

当 期 純 利 益 421

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 421
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表 （2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 6,285 流 動 負 債 11,808
現 金 及 び 預 金 1,082 買 掛 金 803
売 掛 金 1,882 電 子 記 録 債 務 430
電 子 記 録 債 権 1 短 期 借 入 金 6,045
商 品 及 び 製 品 1,288 １年内返済予定の長期借入金 1,514
原 材 料 262 １年内償還予定の社債 200
前 渡 金 72 リ ー ス 債 務 373
前 払 費 用 108 未 払 金 2,243
そ の 他 1,587 未 払 費 用 66
貸 倒 引 当 金 △0 未 払 法 人 税 等 47

固 定 資 産 17,105 賞 与 引 当 金 17
有 形 固 定 資 産 15,933 そ の 他 67

建 物 1,098 固 定 負 債 6,715
機 械 及 び 装 置 6,499 社 債 200
工 具、 機 器 及 び 備 品 135 長 期 借 入 金 3,429
土 地 7,141 リ ー ス 債 務 573
リ ー ス 資 産 820 退 職 給 付 引 当 金 182
そ の 他 237 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 2

無 形 固 定 資 産 280 長 期 未 払 金 2,303
投 資 そ の 他 の 資 産 891 そ の 他 24

投 資 有 価 証 券 192 負 債 合 計 18,524
関 係 会 社 株 式 124 （純 資 産 の 部）
繰 延 税 金 資 産 400 株 主 資 本 4,755
そ の 他 545 資 本 金 4,205
貸 倒 引 当 金 △371 資 本 剰 余 金 4

そ の 他 資 本 剰 余 金 4
利 益 剰 余 金 2,027
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,027
繰 越 利 益 剰 余 金 2,027

自 己 株 式 △1,481
評 価 ・ 換 算 差 額 等 111

その他有価証券評価差額金 111
純 資 産 合 計 4,866

資 産 合 計 23,391 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,391
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書 （自
至
2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 13,399

売 上 原 価 10,028

売 上 総 利 益 3,370

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,401

営 業 損 失 △30

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 9

賃 貸 収 益 1,083

償 却 債 権 取 立 益 800

そ の 他 24 1,919

営 業 外 費 用
支 払 利 息 305

賃 貸 費 用 1,007

固 定 資 産 除 却 損 266

そ の 他 36 1,616

経 常 利 益 272

特 別 利 益
関 係 会 社 清 算 益 200

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 50

税 引 前 当 期 純 利 益 422

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △52

法 人 税 等 調 整 額 △61 △114

当 期 純 利 益 537

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



監査報告書

42

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月27日

株式会社サニックスホールディングス
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福岡事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 窪田 真

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 渡邉 祥久

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社サニックスホールディングスの2025年4月1日から2026年3

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サ

ニックスホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



監査報告書

44

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月27日

株式会社サニックスホールディングス
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福岡事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 窪田 真
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 渡邉 祥久

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社サニックスホールディングスの2025年4月1日から

2026年3月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第48期事業年度における取締役の職務の執行を監査いた

しました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締
役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事
業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月27日
株式会社サニックスホールディングス監査等委員会

常勤監査等委員 金子賢治 ㊞
監 査 等 委 員 金子直幹 ㊞
監 査 等 委 員 馬場貞仁 ㊞

（注） 監査等委員金子直幹、馬場貞仁は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
以 上
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次の50年に向けて－SANIX VISION 2028－
2026年5月に、新たな3ヶ年（2027年3月期から2029年3月期）を対象とする中期経営計画
「SANIX�VISION�2028」を策定いたしました。
なお、「SANIX�VISION�2028」の詳細は、当社ホームページからご覧いただけます。

住環境領域
「住まいと暮らしの
トータルパートナー」

エネルギー領域
「エンジニアリング会社」

資源循環領域
廃プラ再利用No.1

有機廃液
再エネルギー化No.１前中計の前

2023年3月期

売上 462億円
営業利益 17億円
EBITDA 37億円
ROE 24.8%
ROIC 8.4%
自己資本比率 18.0%

前中計の最終年
2026年3月期

売上 452億円
営業利益 12億円
EBITDA 29億円
ROE 4.0%
ROIC 2.9%
自己資本比率 27.5%

新中計の最終年
2029年3月期

売上� 499億円
営業利益� 28億円
EBITDA� 48億円
ROE� 13.0%
ROIC� 8.8％
自己資本比率� 35%

ビジョン「暮らしとまちの環境の課題を解決し、循環型社会を
実現する」に向けて、各事業領域で、「旗」を立てました。
本中期計画は、「旗」に向かう最初の3年となります。

2026年3月期の低迷を
受け、既存事業の延長
に大きな成長はなく構
造改革の必要性を痛感
し、既存事業を再定義
しました。

基本戦略　事業の構造改革

「住宅メンテ会社」から「住まいと暮らしのトータルパートナー」へ
　住宅保全をベースに「暮らしの快適・安心」をプラス

「太陽光の施工」から「エンジニアリング会社」へ
　豊富な「電気資格保有者」を活用した周辺領域への拡大

「廃棄物処理」から「循環型エネルギーの創出」へ
　リサイクル共創基盤の確立
　　・廃プラスチック処理から廃プラ再利用会社へ
　　・廃液処理から廃液再エネルギー会社へ
　　・廃プラの自社発電所焼却から、他社協業へ

資源循環
領域

エネルギー
領域

住環境
領域

ビジョン
暮らしとまちの

環境の課題を解決し、
循環型社会を

実現する

新中計期間で「取り組むこと」
１．事業の構造改革
　　・既存事業の再定義
　　・新しい組織文化の育成
　　・事業領域ポートフォリオの最適化
２．新規事業の探索＆立上げ

SANIX VISION 2028
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2029/32025/3 2026/3 2027/3 2028/32024/3

12.7

前中計

22.2
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4.9% 3.9% 4.2%2.8%

28.9

5.8%

20.318.3

新中計
2029/32027/3 2028/32024/3
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前中計

473471 499

2025/3 2026/3

452453

新中計

T o p i c s

ＧＯＡＬ／ＳＡＮＩＸ ＶＩＳＩＯＮ ２０２８
売上高 499億円 営業利益 28億円 営業利益率 5.8％ ROIC 8.8％（※）

当社においては、資源循環領域のインフラ事業を保持しているため、株主資本及び有利子負債により事業運営を行っております。
そのため当社の重要な経営指標を、「ROIC（投下資本利益率）」と定めております。
一方で財務体質の健全化を回復すべく、「自己資本比率」も注視しております。

※前期まで未払金に含まれる割賦債務（有利子負債）を含めておりませんでした。含めた場合24/3 12.8％、25/3 7.0％、 26/3 2.6％、目標値は7.3％となります。

※ROICは前期まで未払金に含まれる割賦債務（有利子負債）を含めておりませんでしたが、それを含めた場合 24/3 12.8％、25/3 7.0％、26/3 2.6％、目標値は7.3％となります。

業績目標

財務戦略　財務方針

売上高（億円） 営業利益/営業利益率（億円/％） ROIC（％）

ROIC（％）

2029/32025/3 2026/3 2027/3 2028/32024/3
前中計

14.4%

8.0%

2.9%
5.0%

6.2%
8.8%

新中計

2029/32025/3 2026/32024/3
前中計

14.4%

8.0%

2.9%

8.8%

2028

2029/32025/3 2026/32024/3

6

16

29

20

2029/32025/3 2026/32024/3

105100
85

142

2029/32025/3 2026/32024/3

125
109117

87

税引後営業利益（億円）

株主資本（億円） 有利子負債（億円）

+

=

ROIC 8.8％（※7.3％）
営業利益を増加、有利子負債の圧縮

2029年3月期目標

単位：億円
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「環境エース一元くん」利用料 12ヵ月 無料キャンペーン開催中

廃棄物の回収・処理の流れ、量やリサイクル率など、廃棄物のすべてを「見える化」し、適正で効率的な廃棄物管理業務
のあらゆるシーンをサポートするシステムです。

キャンペーン期間
2026年4月1日～2027年3月31日

環境エース一元くん（排出事業者向け廃棄物管理システム）

● 成長領域である資源循環領域を中心に、設備更新、研究開発・投資を実施します。
● M&Aに関しても積極的に検討します。大型の場合にはレバレッジを活用。
● 最終の中計3年目に配当性向14%を目指します。将来的には、25%を目指します。

財務戦略　キャッシュアロケーション

キャッシュイン（中計期間） 戦略投資キャッシュアウト（中計期間）

M&A

設備投資（成長）

研究開発

設備投資（更新）

株主還元

有利子負債圧縮

・M&A
 企業価値向上につながる案件に関しては積極的な投資を実施
・新規設備投資、研究開発
　プラ破砕機の能力向上や、汚泥燃料設備第2期分、
 SAF原料ライン

・配当性向・配当方針
 27年3月期3円（配当性向14%）、28年3月期4円（12%）、
 29年3月期5円（14%）配当を目指します。

自己資本比率27.5%⇒35％
財務基盤の維持・強化

・資源循環領域においての安定稼働を目指す

49億円

EBITDA
135億円

6億円

20億円

60億円

サービス詳細はこちら

排出事業者の

（1）コンプライアンス（法令遵守）
（2）一元管理で、廃棄業務の省力化・効率化
（3）「見える化」により、コスト適正化および環境貢献   
      （脱炭素・資源循環・SDGs）

を実現

49

https://ichigen-kun.sanix.jp


T o p i c s

有機性汚泥を原料とした新製品「固形燃料REBON（リボン）」を開発

グリストラップ汚泥からジェット燃料の原料を製造する実証をスタート

「再生油Bio」から良質な油を分離・精製し、持続可能な航空燃料の原料を生産

サニックスグループが進める「グリストラップ汚泥からジェット燃料（SAF）の原料製造事業」が、環境省の「令和7年度
脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち、プラスチック等資源循環システム構築実証事業（うち、廃棄物等バイ
オマスを用いた省CO₂ 型ジェット燃料等原料製造・社会実装化実証事業）」に採択されました。

飲⾷店の廃⾷油などからバイオマス燃料を抽出した後に残る有機性汚泥分を固形燃料化する製造ラインを新設しまし
た。許認可取得後、稼働予定です。
なお、2028年度までに固形燃料化する設備を最大4ライン導入を予定しております。

＜イメージ図＞

油分

水分

汚泥分

飲食店や食品工場などから
グリストラップ汚泥回収

グリストラップ汚泥

再生油Bio

遠心
分離

ステップ１

ステップ2

減圧蒸留処理

冷却
回収

冷却
回収

熱分解油

熱分解残留物

固形燃料
石炭代替の

液体燃料
重油代替の

槽内
残留

槽内
残留

SAF原料

装置内残留物

熱分解処理

需要
拡大

「再生油Bio」とは 
食品工場や飲食店
などから排出され
る不要になった油
や、店内に設置さ
れたグリストラッ
プ内に堆積した油
から生産される動
植物性油脂由来の
バイオマス燃料。

2025年11月7日
リリース

詳細はこちら

2026年5月13日
リリース

詳細はこちら

固形燃料REBON 固形燃料製造ライン第Ⅰ期
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サニックス杯 国際ユースサッカー大会

サニックスCUP国際新体操団体選手権

グローバルアリーナブルガリアフェスティバル

サニックスワールドラグビーユース交流大会

サニックスカップ U-17国際ハンドボール交流大会

サニックス旗 福岡国際中学生柔道大会

2000年から、毎年4月下旬～5月上旬に開催。
女子（7人制）は2013年から。

【主催：(公財)日本ラグビーフットボール協会、（一財）サニックススポーツ
振興財団、㈱グローバルアリーナ】

■歴代参加国•地域
オーストラリア、カナダ、中国、中華台北、
イングランド、フィジー、フランス、香港、
アイルランド、イタリア、韓国、ナミビア、
ニュージーランド、ロシア、サモア、スコッ
トランド、南アフリカ、タイ、トンガ、アメ
リカ、ウルグアイ、ウェールズ、日本

（累計参加者：15,131人）

■社員貢献活動
スポーツ・文化国際交流振興を通じて青少年を 
健全に育成する
 サニックスグループは、国際的なスポーツ大会や文化イベント
を実施し、ユース世代選手の育成と国際交流の場を提供してい
ます。出場選手にとっては、海外選手との真剣勝負に加えて、競
技以外でも、生活をともにしながらコミュニケーションを図り、
お互いの文化への理解を深める良い機会となっています。

ユース世代のスポーツイベント歴代参加者数
（ラグビー・サッカー・ハンドボール・新体操・柔道）

45ヵ国・地域から約60,000人
 （2026年3月末現在）

2003年から、毎年3月下旬に開催
【主催：（一社）九州サッカー協会、（一財）サニックススポーツ振興財団】

■歴代参加国•地域
オーストラリア、バングラデシュ、ブルガリア、
中国、中華台北、イングランド、フランス、イン
ド、イタリア、韓国、マレーシア、オランダ、ニ
ュージーランド、ロシア、タイ、アメリカ、ウズベ
キスタン、ベトナム、日本

（累計参加者：9,174人）
※ 女子の国内大会も2014年より実施  
（同累計参加者：2,938人）

2008年から、毎年10月下旬に開催
【主催：九州ハンドボール協会、（一財）サニックススポーツ振興財団】

■歴代参加国•地域
カナダ、中華台北、フランス、ドイツ、香港、
韓国、オランダ、タイ、日本

（累計参加者：4,550人）
女子大会は2013年より開催。

2001年から、毎年開催※ ※2001年は12月、以後9月。

【主催：（一財）サニックススポーツ振興財団、㈱グローバルアリーナ】
■趣旨
ブルガリアの文化を紹介するとともに、日本と
ブルガリア双方向の異文化•国際交流を図る。
来日するカザンラック民族舞踊団は、グローバ
ルアリーナでのイベントの他、各地の小中学校
や福祉施設も訪問。

2003年から、毎年12月に開催
【主催：九州柔道協会、（一財）サニックススポーツ振興財団他】

■歴代参加国•地域
オーストラリア、ベスラン、ブルガリア、チェチ
ェン共和国、中国、中華台北、ドイツ、香港、イス
ラエル、韓国、ラトヴィア、モンゴル、オランダ、
パレスチナ、ルーマニア、ロシア、シンガポー
ル、スロベニア、南アフリカ、スリランカ、アラ
ブ首長国連邦、アメリカ、日本

（累計参加者：14,384人）

2003年から、毎年11月下旬に開催※ ※2012年度までは国内大会。

【主催：（一財）サニックススポーツ振興財団、㈱グローバルアリーナ】
■歴代参加国•地域
オーストラリア、アゼルバイジャン、ブルガ
リア、中国、中華台北、香港、カザフスタン、
韓国、リトアニア、マレーシア、ロシア、タイ、
日本（累計参加者：12,866人）

　　2017年より、対象の年齢層を上げた「サニックスOpen新体操チーム選手権」を2017年より、対象の年齢層を上げた「サニックスOpen新体操チーム選手権」を
1月に、国内男子による「SANIXCUP男子新体操競演会」を2月に開催。1月に、国内男子による「SANIXCUP男子新体操競演会」を2月に開催。

（累計参加者：サニックスOpen996人、SANIXCUP男子896人）（累計参加者：サニックスOpen996人、SANIXCUP男子896人）

★マークの写真は©MasafumiONO

★★

★★

★★

★★

トピックス
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会社概要（2026年3月31日） 株主メモ

当社HPのご案内

サニックスホールディングス�
Corporate�Siteのご紹介

各種資料、決算短信
有価証券報告書等を
ダウンロードできます。

株主・投資家の
皆様へ

商号 株式会社サニックスホールディングス
（英文名 SANIX HOLDINGS INCORPORATED）

本社所在地 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号

設立 1978年9月

資本金 42億538万円

社員数 2,033人（連結）

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日

定時株主総会
議決権の基準日 毎年3月31日

剰余金配当の基準日 毎年3月31日、9月30日

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人
特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

同連絡先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-288-324（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所スタンダード市場
福岡証券取引所

公告の方法 電子公告 
公告掲載URL https://hd.sanix.jp
ただし、電子公告によることができない事
故、その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に公告いたします。

ご注意

１. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取・買増請求その他各種
お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関

（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（みずほ信託
銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

２. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
みずほ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口
座の口座管理機関（みずほ信託銀行）にお問い合わせください。

　サニックスホールディングス 検�索

https://hd.sanix.jpURL

T o p i c s
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博多駅

KITTE博多
JRJP博多ビル

西日本シティ銀行

は
か
た
駅
前
通
り

住吉通り

博多口 博多バスターミナル

博多新三井ビル
（立替え工事中）

紙与博多ビル

福岡銀行

福岡朝日ビル

至熊本
 小倉

大博
通り

筑紫口 至

地下鉄空港線

●●

●

●

●

●

●
●

●

大博
センタービル

ホテル日航福岡

地
下
鉄
七
隈
線

交通のご案内    JR博多駅（博多口）正面の福岡朝日ビル側を横断、
直進し左手。

JRご利用の場合
�博多駅�博多口　徒歩約３分

株主総会会場ご案内図

環 境 に 配 慮したFSC® 
認証紙と植物油インキを
使用して印刷しています。

ホテル日航福岡�本館３階�都久志の間
▪福岡市博多区博多駅前二丁目18番25号
▪℡  092-482-1111（代表）

2026年6月26日（金曜日）
午前10時（開場午前９時）

開催日時




